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◆   議案の内容 
令和 4 年 4 月 1 日から北条東こども園を公私連携幼保

連携型認定こども園「北条東すみれこども園」として民

間事業者に移管することに伴い、改正するもの。

◆   質　疑

問
北条東こども園の民営化に当たり「公私連携型」

のこども園とした理由は。

答
民間活力を生かし、保護者の多様なニーズに対応

しつつ、特別な配慮を必要とする子供たちが増え

る傾向にあることから、市もサポートしていくため、こ

の形になりました。

問
民営化後の「北条東すみれ 

こども園」の定員は。

答
現在と同じ 110 名ですが、 

1 号認定（3 ～ 5 歳児の教育利用）が 15 名、2 号

認定（3 ～ 5 歳児の保育利用）が 68 名、3 号認定（0 ～

2 歳児の保育利用）が 27 名の内訳となっています。

問
公立園から移管先の社会福祉法人への職員の移籍

は。職員の入れ替えによる対応は。

答
社会福祉法人無量会（移管先の事業者）からは職

員の確保ができたと聞いています。また、昨年 4

月から社会福祉法人無量会の保育士が参加し、合同保育

を進めています。今年 4 月以降は、公立園から引継ぎ保

育を行います。

問
保育内容等の変更は。 

答
民営化後も現在の保育内容を継承することとして

いますが、変更する場合は、保護者、社会福祉法

人無量会、市で協議、調整をすることになっています。

現在は開閉園時間を平日は 7 時から 19 時、土曜日は 7

時から 18 時へと大幅に延長することが決まっています。

◆   討　論

 

・初めての民営化であり、子供たちや保護者のことを考

え、きちんと説明しながら、丁寧な移行をしてもらいた

い。 

 

    ◆   議決結果

全会一致で原案可決

                  議案審議 12 月定例会

( 総務常任委員会 )

      北条東こども園が『北条東すみれこども園』へ

           議案第 78 号　加西市認定こども園設置条例の一部を改正する条例の制定について

賛成

◆   議案の内容 
北条町東高室において整備されている地区計画道路を

高室 12 号線として認定するもの。

◆   質　疑

問
起点と終点に対面する県道や市道の交通量は 

多いが、信号の設置などの安全対策と渋滞対 

策は。

答
兵庫県公安委員会との協議により、いずれも 

既設の交差点から距離が近いため信号機の設 

置は見送られています。安全対策は、公安委員会、 

道路管理者からの指示に従って、供用開始までに 

必要な設備を設置する予定です。渋滞対策は、北 

区画に三木宍粟線からの左折での乗り入れ口を設 

けて、交通を分散させるほか、開店時等は事業者 

にガードマンの配置を依頼しています。

◆   討　論

なし

◆   議決結果

全会一致で原案可決

      市道高室 12 号線を認定

           議案第 79 号　市道路線の認定について
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